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一般社団法人 buildingSMART Japan 定款 
 
 

第１章 総則 

 
（名称） 
第1条 当法人の名称は、一般社団法人 buildingSMART Japan と称する。 
２ 通称として buildingSMART Japanおよび bSJを使用することができる。 
 
（目的） 
第2条 当法人は、高度情報化社会の建設業におけるコンピュータ等を介した情報交換・共

有に役立つ標準データ形式の開発とその普及を推進するための buildingSMART が提
唱する標準規格等の整備に協力し、その規格の日本における開発・普及を促進すること
を目的とする。かかる目的を達成するために次の事業を行う。 
(1)  建設事業に係る標準規格の開発およびその利用促進 
(2)  建設事業に係る標準規格および管理技術に関する教育、普及、啓発、情報収集お

よび提供、調査および研究開発、出版および頒布 
(3)  建設事業に係る標準規格等への適合性評価の実施および普及 
(4)  建設事業に係る情報処理、情報通信に関する機器、ソフトウェアおよびシステム

の開発、販売、構築、貸与、保守、管理 
(5)  行政および関係機関への建設事業に係る標準規格に関する提言 
(6)  建設事業に係る標準規格に関連する業務の受託 
(7)  出版物の企画、制作、販売 
(8)  インターネットサイトの運営 
(9)  前各号に掲げる事業に附帯または関連する一切の事業 

２ 前項の事業は、本邦および海外において行うものとする。 
 
（主たる事務所の所在地） 
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 
 
（法令の準拠） 
第4条 この定款に定めのない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、

一般法人法という）その他の法令に従う。 
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第２章 会員 

 
（種別） 
第5条 当法人は、次に示す会員により構成する。 

(1)  正会員 当法人の目的・事業・理念に賛同して入会し、当法人の社員の権利を有
する一般企業、団体または個人等 

(2)  準会員 当法人の目的・事業・理念に賛同して入会し、当法人の社員の権利を有
しない一般企業、団体または個人等 

２ 当法人は前項第 1号に示す正会員をもって、一般法人法に関する法律上の社員とする。 
３ 当法人は、会員の権利および義務に関する種別等を設けることができる。 
 
（入会） 
第6条 会員となることを希望する者は、当法人所定の申込書を当法人に提出しなければな

らない。 
２ 会員の入会の可否は、理事会において決定する。 
 
（会費） 
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費（以下、会費という）を

支払う義務を負う。 
２ 当法人は、第 5条に定める会員の種別に応じて会費の額を定める。 
３ 会員が納付した会費は、理由の如何を問わず返還しない。 
 
（退会） 
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、正会員が退会するときは、退会

を希望する３か月以上前に、当法人に退会を予告するものとする。 
２ 会員が退会するときは、当法人所定の退会届を提出しなければならない。 
３ 会員は、次に掲げる事由の場合、第２項の規定かかわらず退会するものとする。 

(1)  2 年以上の会費の滞納 
(2)  総社員の同意 
(3)  死亡または解散 
(4)  除名 
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４ 会員が退会した場合、当法人に対する権利義務を喪失する。ただし、未履行の義務があ
る場合は、これを免れることができない。 

５ 第 3 項第 4 号による退会は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、社員総会の
決議によって行うことができる。この場合において、当法人は、当該会員に対し、当該
社員総会の日から 1 週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する
機会を与えなければならない。 
(1)  法令、当法人の定款またはその他規程に違反したとき 
(2)  当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為をしたとき 
(3)  その他、除名すべき正当な事由があるとき 

 
（会員名簿） 
第9条 当法人は、会員の氏名または名称、住所、連絡先等を記載した名簿（以下、会員名

簿という）を作成する。 
２ 当法人は、会員名簿を主たる事務所に備え置く。 
 
 

第３章 社員総会 

 
（構成） 
第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 
 
（招集） 
第11条 定時社員総会は、毎事業年度終了後３か月以内に招集する。 
２ 社員総会は、必要がある場合には、いつでも招集することができる。 
 
３ 社員総会の招集に際して、次に掲げる事項を理事会で決議する。 

(1)  社員総会の日時および場所 
(2)  社員総会の目的である事項があるときは、当該事項 
(3)  社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができること

とするときは、その旨 
(4)  社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができ

ることとするときは、その旨 
(5)  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 
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４ 社員総会の招集は、理事会の決議に基づいて代表理事が行う。 
５ 理事は、社員総会の日の 1週間前までに、社員に対して社員総会の招集を通知する。た

だし、前条第 1 項第 3 号または第 4 号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日
の 2 週間前までに通知する。 

６ 社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置
をとることができる。 

 
（定足数） 
第12条 社員総会が成立する定足数は、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席とす

る。 
 
（決議） 
第13条 社員は、各一個の議決権を有する。 
２ 社員総会は、一般法人法に関する法律に規定する事項およびこの定款で定めた事項に

限り決議をすることができる。 
３ 社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。 
４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に関する社員総会の決議は、総社員の議決権の三分

の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
(1)  会員の除名 
(2)  監事の解任 
(3)  役員の損害賠償責任の一部免除 
(4)  定款の変更 
(5)  当法人の譲渡 
(6)  一般法人法第 148 条第 3 号による当法人の解散および第 148 条第 3 号により当

法人の解散における一般法人法第 150 条による当法人の継続 
(7)  一般法人法第 247 条、一般法人法第 251 条第 1 項および一般法人法第 257 条に

よる吸収合併契約の承認 
５ 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当

該社員または代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。 
 
（議長） 
第14条 社員総会の議長は、代表理事があたる。 
２ 代表理事に事故あるときは、社員総会に出席した理事の中から選出する。 
３ 議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。 
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４ 議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させること
ができる。 

 
（議事録） 
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 
２ 当法人は、社員総会の日から 10年間、前項の議事録を主たる事務所に備え置く。 
３ 議事録には、代表理事および監事が記名捺印または電子署名する。 
 
 

第４章 役員 

 
（役員） 
第16条 当法人の役員は、理事および監事とする。 
２ 役員は、法令および定款ならびに社員総会の決議を遵守し、当法人のため忠実にその職

務を行わなければならない。 
３ 役員がその任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責

任を負う。 
 
（選任） 
第17条 当法人は、理事を 3人以上、監事を 1人以上置く。 
２ 役員は、社員総会の決議によって選任する。 
３ 監事は、理事および使用人を兼ねることはできない。 
 
（任期） 
第18条 役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時社員総会の終結の時までとする。 
２ 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、退任した当該理

事の任期の満了する時までとする。 
 
（解任） 
第19条 当法人は、社員総会の決議によって、いつでも、役員を解任することができる。 
２ 理事が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した役員は、新たに選任され

た役員が就任するまで、役員としての権利義務を有する。 
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（理事の権限） 
第20条 次の各号に示す理事は、当法人の業務を執行する。 

(1)  代表理事 
(2)  代表理事以外の理事であって、理事会の決議によって当法人の業務を執行する理

事として選定されたもの 
２ 前項各号に定める理事は、3か月に 1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告

しなければならない。 
３ 理事は、当法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、

直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 
 
（監事の権限） 
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合、監事は、監査報告を作成しなけ

ればならない。 
２ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 
３ 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、または当法人の業務

および財産の状況の調査をすることができる。 
４ 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを

監査しなければならない。 
５ 監事は、理事が不正行為をし、もしくはおそれがあると認めるときは、遅滞なく理事会

に報告しなければならない。 
 
（報酬等） 
第22条 理事および監事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。 
 
 

第５章 理事会 

 
（設置） 
第23条 当法人は、理事会を置く。 
 
（職務） 
第24条 理事会は、すべての理事で組織する。 
２ 理事会は、次に掲げる職務を行う。 

(1)  当法人の業務執行の決定 
(2)  理事の職務の執行の監督 
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(3)  代表理事および業務執行理事の選定および解職 
 
（代表理事） 
第25条 代表理事は、当法人を代表する。 
２ 代表理事は、当法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有

する。 
３  代表理事は、理事会において理事の中から選定する。 
 
（招集） 
第26条 理事会は、代表理事が招集する。 
２ 理事会の招集は、理事会の日の 1 週間前までに、各理事および各監事に対して通知す

る。 
 
（定足数） 
第27条 理事会が成立する定足数は、議決に加わることができる理事の過半数の出席とす

る。 
 
（決議） 
第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数をもって行う。 
２ 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 
３ 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案に

つき議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、当該提案を可決したものとする。 

 
（議事録） 
第29条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 
２ 議事録には、出席した代表理事および監事が記名捺印または電子署名する。 
３ 理事会の決議に参加した理事であって、第 1 項の議事録に異議をとどめないものは、

その決議に賛成したものとする。 
 
 
 
 
 



8 
 

第６章 会計 

 
（会計の原則） 
第30条 当法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行

に従うものとする。 
２ 当法人は、適時に、正確な会計帳簿を作成する。 
 
（事業年度） 
第31条 当法人の事業年度は、毎年 4月 1日から次の年の 3 月 31日までとする。 
 
（作成および保存） 
第32条 当法人は、各事業年度に係る計算書類（貸借対照表および損益計算書をいう）およ

び事業報告ならびにこれらの附属明細書を作成する。 
２ 計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成す

ることができる。 
３ 当法人は、計算書類を作成した時から 10年間、当該計算書類およびその附属明細書を

保存する。 
 
（監査） 
第33条 計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなけ

ればならない。 
２ 前項の監査を受けた計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書は、理事会

の承認を受けなければならない。 
 
（定時社員総会への提出等） 
第34条 理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、社員に対し、理事会の承認を受けた

計算書類および事業報告ならびに監査報告を提供しなければならない。 
２ 理事は、理事会の承認を受けた計算書類および事業報告を定時社員総会に提出し、報告

しなければならない。 
３ 前項の規定により提出された計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならな

い。 
 
（貸借対照表等の公告） 
第35条 当法人は、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告する。 
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（計算書類等の備置きおよび閲覧等） 
第36条 当法人は、計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書を、定時社員総会

の日の 2 週間前の日から 5 年間、主たる事務所に備え置く。 
 
 

第７章 雑則 

 
（施行細則） 
第37条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 
 
（公告方法） 
第38条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。 
 
（損害賠償責任の一部免除） 
第39条 当法人は、一般法人法第 114 条第 1 項の規定により、理事および監事の当法人に

対する損害賠償責任の一部を免除することができる。 
 
（残余財産の帰属） 
第40条 残余財産は、社員総会の決議で選択した公益社団法人または公益財団法人または

特定非営利活動法人（租税特別措置法第 66 条の 11 の 3 の認定を受けたものに限る。）
のいずれかへ贈与する。 

 
（設立時社員の氏名または名称および住所） 
第41条 当法人の設立時の社員の氏名または名称および住所は次のとおりとする。 

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂 1 丁目 2 番７号 
オートデスク株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番１０号 

 
 
 
附則 
本定款は、一般社団法人 buildingSMART Japan の設立の登記の日から施行する。 
附則 
本定款は、2010 年 6月 15 日から施行する。 
附則 
本定款は、2013 年 6月 11 日から施行する。 
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附則 
本定款は、2016 年 6月 14 日から施行する。 
附則 
本定款は、2017 年 6月 19 日から施行する。 
附則 
本定款は、2018 年 6月 22 日から施行する。 
附則 
本定款は、2019 年 6月 11 日から施行する。 
附則 
本定款は、2021 年 6月 25 日から施行する。 
附則 
本定款は、2023 年 6月 30 日から施行する。 
附則（2024 年６月 24 日社員総会議決） 
本定款は、2024 年６月 24 日から施行する。 
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	第9条　 当法人は、会員の氏名または名称、住所、連絡先等を記載した名簿（以下、会員名簿という）を作成する。
	２　 当法人は、会員名簿を主たる事務所に備え置く。


	第３章　 社員総会
	第10条　 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
	第11条　 定時社員総会は、毎事業年度終了後３か月以内に招集する。
	２　 社員総会は、必要がある場合には、いつでも招集することができる。
	３　 社員総会の招集に際して、次に掲げる事項を理事会で決議する。
	４　 社員総会の招集は、理事会の決議に基づいて代表理事が行う。
	５　 理事は、社員総会の日の1週間前までに、社員に対して社員総会の招集を通知する。ただし、前条第1項第3号または第4号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日の2週間前までに通知する。
	６　 社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとることができる。

	第12条　 社員総会が成立する定足数は、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席とする。
	第13条　 社員は、各一個の議決権を有する。
	２　 社員総会は、一般法人法に関する法律に規定する事項およびこの定款で定めた事項に限り決議をすることができる。
	３　 社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
	４　 前項の規定にかかわらず、次の各号に関する社員総会の決議は、総社員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
	５　 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員または代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

	第14条　 社員総会の議長は、代表理事があたる。
	２　 代表理事に事故あるときは、社員総会に出席した理事の中から選出する。
	３　 議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
	４　 議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

	第15条　 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
	２　 当法人は、社員総会の日から10年間、前項の議事録を主たる事務所に備え置く。
	３　 議事録には、代表理事および監事が記名捺印または電子署名する。


	第４章　 役員
	第16条　 当法人の役員は、理事および監事とする。
	２　 役員は、法令および定款ならびに社員総会の決議を遵守し、当法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
	３　 役員がその任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

	第17条　 当法人は、理事を3人以上、監事を1人以上置く。
	２　 役員は、社員総会の決議によって選任する。
	３　 監事は、理事および使用人を兼ねることはできない。

	第18条　 役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
	２　 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、退任した当該理事の任期の満了する時までとする。

	第19条　 当法人は、社員総会の決議によって、いつでも、役員を解任することができる。
	２　 理事が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、役員としての権利義務を有する。

	第20条　 次の各号に示す理事は、当法人の業務を執行する。
	２　 前項各号に定める理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
	３　 理事は、当法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

	第21条　 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合、監事は、監査報告を作成しなければならない。
	２　 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
	３　 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、または当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
	４　 監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを監査しなければならない。
	５　 監事は、理事が不正行為をし、もしくはおそれがあると認めるときは、遅滞なく理事会に報告しなければならない。

	第22条　 理事および監事の報酬等は、社員総会の決議によって定める。

	第５章　 理事会
	第23条　 当法人は、理事会を置く。
	第24条　 理事会は、すべての理事で組織する。
	２　 理事会は、次に掲げる職務を行う。

	第25条　 代表理事は、当法人を代表する。
	２　 代表理事は、当法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。
	３　  代表理事は、理事会において理事の中から選定する。

	第26条　 理事会は、代表理事が招集する。
	２　 理事会の招集は、理事会の日の1週間前までに、各理事および各監事に対して通知する。

	第27条　 理事会が成立する定足数は、議決に加わることができる理事の過半数の出席とする。
	第28条　 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数をもって行う。
	２　 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
	３　 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決したものとする。

	第29条　 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
	２　 議事録には、出席した代表理事および監事が記名捺印または電子署名する。
	３　 理事会の決議に参加した理事であって、第1項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものとする。


	第６章　 会計
	第30条　 当法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
	２　 当法人は、適時に、正確な会計帳簿を作成する。

	第31条　 当法人の事業年度は、毎年4月1日から次の年の3月31日までとする。
	第32条　 当法人は、各事業年度に係る計算書類（貸借対照表および損益計算書をいう）および事業報告ならびにこれらの附属明細書を作成する。
	２　 計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
	３　 当法人は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類およびその附属明細書を保存する。

	第33条　 計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。
	２　 前項の監査を受けた計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。

	第34条　 理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、社員に対し、理事会の承認を受けた計算書類および事業報告ならびに監査報告を提供しなければならない。
	２　 理事は、理事会の承認を受けた計算書類および事業報告を定時社員総会に提出し、報告しなければならない。
	３　 前項の規定により提出された計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。

	第35条　 当法人は、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告する。
	第36条　 当法人は、計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。

	第７章　 雑則
	第37条　 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
	第38条　 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
	第39条　 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事および監事の当法人に対する損害賠償責任の一部を免除することができる。
	第40条　 残余財産は、社員総会の決議で選択した公益社団法人または公益財団法人または特定非営利活動法人（租税特別措置法第66条の11の3の認定を受けたものに限る。）のいずれかへ贈与する。
	第41条　 当法人の設立時の社員の氏名または名称および住所は次のとおりとする。


